
○ 平成３３年度入学者選抜以降の選抜方法等について

（平成３１年３月６日教育委員会会議決定事項より抜粋）

全日制の課程（地域連携アクティブスクールを除く。）及び定時制の課程の全て

の学科において、学力検査の成績、各高等学校が定めた検査の結果及び書類の審

査等により、生徒の多様な能力・適性・努力の成果等の優れた面を多元的に評価

する入学者の選抜（本検査）を行う。

選抜方法

「調査書の評定の全学年の合計値及びその他の記載事項」、「学力検査の成績」、

「各高等学校において実施した検査の結果」等を資料とし、各高等学校が総合的に

判定して入学者の選抜を行うものとする。また、選抜資料は原則として得点（数値）

化するものとし、各高等学校は、選抜の手順、各選抜資料の配点等を定め、選抜・

評価方法において公表する。

○ 専門部会の設置について

＜専門部会の構成＞

○専門部会には主査１名を置く。協議会の委員のうち公立高等学校代表

の中から１名をこれに充てる。

○中学校関係者５名（校長１名・教頭２名・教諭２名）

○高等学校関係者５名（校長１名・教頭２名・教諭２名）
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